
橋下徹氏の日本軍「慰安婦」問題に関する発言に対する会長声明 

                           

 日本維新の会の共同代表であり大阪市長である橋下徹氏は、公の場で、

本年５月１３日、日本軍「慰安婦」問題に関して、戦時下にあっては「慰

安婦」制度が必要であったとの発言を行った。また、同日、同氏は、沖縄

県の普天間飛行場で米海兵隊司令官と会談した際に、米兵の性犯罪防止対

策の文脈で「風俗業を活用して欲しい。」と進言したことも明らかにした。 

 国政政党の共同代表であり、かつ、大阪市長として市民の人権擁護に関

する諸施策や教育行政、労働行政等を統括し公権力を行使する立場にある

公人が、戦時下の性暴力という最も深刻な人権侵害を正当化し、また、女

性の人としての尊厳を深く傷つける発言を行ったことは、極めて不適切と

いわざるをえない。 

 政府は、１９９３年（平成５年）８月４日の河野官房長官談話において

「慰安婦問題は、当時の軍の関与の下に、多数の女性の名誉と尊厳を深く

傷付けた問題である。われわれは、歴史研究、歴史教育を通じて、このよ

うな問題を永く記憶にとどめ、同じ過ちを決して繰り返さないという固い

決意を改めて表明する。」としている。  

 また、当会は、１９９８年（平成１０年）３月１０日の会長声明におい

て、検定教科書から「慰安婦」問題の記述を削除すべきでないと指摘し、「国

際化の進んでいる今日、われわれの子どもたちが、将来にわたって国際社

会のより一層の信頼を獲得し名誉ある地位を得ていくためには、自国のた

どった歴史的事実を正しく認識することが必要である。」と表明している。 

 当会は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする立場から、国

政政党の共同代表であり大阪市長である橋下氏が、人権を軽視する風潮を

助長し、人権侵害を容認するような発言をしたことに強く抗議する。 
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